
 1

「福井新元気宣言」推進に関する政策合意  
 
 私は、知事の政策スタッフとして、「福井新元気宣言」に掲げられた「元気

な社会」、「元気な産業」、「元気な県土」、「元気な県政」の４つのビジョンを

着実に実現していくため、県民の理解と参加を得ながら、責任を持って職務

を遂行し、次に掲げる施策・事業について重点的に実施することを西川一誠

知事と合意します。  
 
 平成２１年４月  
                 福 井 県 知 事  西 川  一 誠  
 
                 農林水産部長  吉 田  優一郎  
                                     
 
Ⅰ 「新元気宣言」を推進するための２１年度の基本方針  

  
・ 農業の大きな転換期を迎える中、県民の暮らしを豊かにする農業

を目指し「ふくいの農業・農村再生計画」に基づいた福井コシヒカ

リ復活プロジェクト、園芸・畜産の元気回復プロジェクトなど５つ

のプロジェクトを力強く実行します。  
 

・ 福井の米の復活を実現するために、「さつき半ばの適期田植え」を

推進することによる品質の底上げと、全国に先んじた生産者のエコ

ファーマー化などを強力に推進します。  
 

・ 本県園芸を戦略的に拡大するため、主要園芸作物の生産拡大、企

業的農業法人の育成、食産業との契約栽培産地を育成します。  
 
   ・ 健康長寿ふくいをキャッチフレーズにした販売戦略を展開し、安

全安心な県産農産物の販売を促進します。  
 

・ 「プロフェッショナルな農業者」を育成するために、認定農業者

や集落営農組織、新規就農者が、専業で農業経営を営み生計を立て

ていくための規模拡大や経営の多角化を進めます。  
また、県内外の幅広い層に対する就農相談研修を実施し新規就農

者の確保を図ります。  
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・ 全国に先駆けて実践してきた本県の食育・地産地消をさらに発展

させるため、「ふくいの食育・地産地消推進計画」に基づき、食育実

践団体、市町等と連携しながら、ふくいの食を通じて健康で豊かな

人間性を育む活動を行うとともに、地産地消をさらに進めます。  
 

・ より安全安心な地元産の農産物を消費者に届けるために、「ふくい

のエコ農業推進計画」に基づき、エコ農産物の着実な生産拡大を図

ります。  
 

・ 農業生産の基盤であり、ふるさと福井の重要な財産である農地を

保全・継承するため、マンパワーの投入による中山間地域農業のサ

ポート、鳥獣害対策を強化します。  
 
   ・ 農業試験場など、試験研究機関が主体となり、他産業と連携して

新たな農業ビジネスの創出を目指します。  
 
   ・ 本年６月７日に開催する第６０回全国植樹祭を契機に、福井の森

林やふるさとを守り育てる県民運動を積極的に展開します。  
 

・ 元気な森づくりを推進するため、間伐の推進や効率的な伐採搬出

を行い、合板・集成材・チップ工場など新たな需要に対して安定的

に集出荷する体制を強化します。  
     また、本県の森林・林業を取り巻く情勢の変化に対応し将来を見

越した新たな計画を策定します。  
 

・ 「若狭・越前の海」をブランド化し、観光を取り入れた誘客活動、

水産加工品の開発や、地魚の消費拡大を支援します。  
また、厳しい漁業情勢が継続する中、低コスト型漁業への転換や

県産水産物の消費拡大など、漁業者の所得向上を図るために、新た

な計画を策定します。  
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Ⅱ ２１年度の施策 

 
 １ 力強いプライドの農林水産業 

 
  ◇ ソフト重視の企業的農業の推進 

 

   ・福井米の品質向上 

福井米の品質向上のため、コシヒカリやイクヒカリの「さつき半

ばの適期田植え」、「エコファーマー米」の生産拡大、直播栽培の普

及拡大等を進めます。  
また、認定農業者や地域の JA 等による「こだわり米」の販路開

拓を支援します。  
 
 
 
 

 

・プロ農業者の育成 

規模拡大や組織の法人化・広域化に必要な機械・施設の導入を支

援し、水田経営所得安定対策の対象となる農業者等への農地集積を

推進します。  
また、認定農業者や営農組織等に対し、経営診断等を通じて、販

路や商品開発等に関する指導・支援を行い、園芸栽培や加工、直販

など、新たな分野の展開を推進します。  
 
 
 
 
 

 

「さつき半ばの適期田植え」と「エコファーマー米」  

の栽培指針、作付計画の作成             新規１４農業協同組合  

水稲直播面積（平成２０年度 ３，１０６ha）         ３，３００ha 

認定農業者等への農地集積率（平成２０年度 ５０．２％）      ５５％  

新たに園芸や加工等を行う認定農業者・集落営農組織        １４５者  

（平成２０年度末 １３０者）                （１５者の増）
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   ・園芸生産の拡大 

     ウメ、スイセンなどの園芸戦略品目については、販売の強化、作

業の機械化・分業化を行い、生産を増大します。 

また、価格を維持し経営を安定させるため、食品製造や外食産業

など食産業との契約取引による栽培産地を育成します。 

さらに、家族経営から企業的な経営への転換を目指すため、雇用

を導入して規模拡大を図る園芸農家を育成します。 

 

 

 

 

 

 
 

 

   ・企業的農業による園芸産地の活性化 

 坂井北部丘陵地など県内園芸産地の活性化と農地の有効利用を図

るため、大規模に農業生産を行う法人や植物工場など生産力と販売

力のある企業的農業経営を行う法人等の誘致・育成を積極的に進め

ます。 

 

 

 

 

 

 
 
 

・県産飼料の生産拡大等による畜産経営の支援 

 生産経営規模拡大に意欲のある畜産農家が行う、生産施設・管理

機械等の整備を支援し、農家の所得向上を目指します。 

また、安全で安価な県産飼料である稲発酵粗飼料や新たな取組み

である飼料用米の利用拡大を進めます。 

     さらに、飼料生産施設整備に関する事業の拡充等について国へ働

きかけます。 

 
 
 

園芸産出額（平成２０年度 １１２億円）           １１６億円 

契約栽培産地の育成数                      ４産地 

（平成２０年度末 ３産地）                （１産地の増） 

雇用型園芸農家の育成数                                          ３０戸 

（平成２０年度末 ２０戸）                （１０戸の増） 

ウメ二次加工品の製造量（平成２０年度 ２８１ｔ）       ３００ｔ 

スイセンの新規産地による出荷本数（平成２０年度 ８万本）   １５万本 

坂井北部丘陵地における企業的農業法人の誘致・育成数          ８法人  
(平成２０年末 ７法人 )                   （１法人の増）  

チャレンジ目標 ９法人（２法人の増）  

坂井北部丘陵地において遊休農地を解消             ３６．６ha 
(平成２０年末 ３３．６ha 解消 )             (新たに３ha 解消 ) 
坂井北部丘陵地においてナシの協働組織を育成            ４組織  
(平成２０年  ２組織 )                   （２組織の増）

飼養頭羽数または畜産物生産量を１ .２倍以上に拡大する農家      １２戸  
（平成２０年度末 ９戸）                   （３戸の増）

稲発酵粗飼料栽培面積（平成２０年度４０ha）            ４５ha 
飼料用米を利用する農家数                      ６戸  
（平成２０年度末 ３戸）                   （３戸の増）
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  ◇ 若者から高齢者まで「みんなが後継者」の地域農業 

 

   ・新規就農者の確保・育成 

 将来の地域農業を支える人材を広く確保し育成するため、Ｕター

ン者や県外出身者に対する就農相談会を開催し、相談者には就農に

必要な情報を継続して発信します。 

また、円滑な就農ができるよう、里親農家が生産・経営を指導す

る「トレーニングファーム」の設置など、地域での受入支援体制を

強化します。 

 

 

 

 

 

 

   ・中山間地域等における営農の支援 

県・市町・ＪＡ等で構成する「地域農業サポートセンター」を中

心に、地域内外の農家、非農家、ボランティア等多様な人材が条件

不利地の農作業を応援する体制を拡充するとともに、地域の特性を

活かした園芸生産等を進めます。 

 
 
 
 
   ・みんなで守る地域の農業 

農業の基盤となる農地や農業用水等の地域資源を、将来にわたっ

て良好に保全・管理していくため、農家だけでなく地域住民が一体

となって保全・補修するなどの管理体制づくりを進めます。  
     また、より多くの住民参加を促すため、農地・水・環境保全向上

対策の制度拡充について国へ働きかけます。  
 
 
 
 

県の支援による新規就農者数（平成２０年度末 ８２人）      １２２人  

                              （４０人の増）  

チャレンジ目標 １３２人（５０人の増）  

トレーニングファームの設置数                新規  １箇所  

地域農業サポート体制に基づいて農業を行う集落数        ５００集落  

（平成２０年度 ３３８集落）  

地域住民と一体となった管理体制づくりを進める集落数        ９００集落  
（平成２０年度 ８７９集落）  
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  ◇ フードビジネスの推進 

 

   ・県産食材の販売促進 

「健康長寿」ふくいの農産物の販路拡大を図るため、都市圏の飲

食業者等に対し、県職員と県内流通業者、生産者グループ等が積極

的な「共動営業」を実施します。 

また、高いブランド力と販売力を持つ大手企業との連携や都市圏

で活躍する料理人、編集者（ふくいの食アンバサダー）などの協力

を得ながら、県産農林産物の一層のＰＲを図り、販路を拡大します。  
 
 
 
 
 
   ・県産食材を活用した新商品の開発 

農林漁業者と加工業者・コンビニエンスストア・飲食店等の商談

会を実施し、新商品の開発を促進します。さらに、事業化可能なも

のはマーケティングアドバイザーの派遣や消費者モニター調査等を

通じて商品化を支援するなど農商工連携を進めます。  
 

 

 

 

 

 

 

 

   ・県産農産物の輸出促進 

香港、台湾への米および青果物の輸出について、県、福井県中央

会、福井県経済連、ジェトロ福井の「共動営業」により販売量や品

目の拡大を進めます。 

また、既取引店を拠点に、農産物の加工品や業務用への販路を拡

大します。  
 
 
 

県産食材を活用した新商品の販売額 

（平成１９～２１年度に開発した商品の販売額）        ５，０００万円 

（平成２０年度 ４，４６８万円）      チャレンジ目標 ６，０００万円  

 

加工業との連携による新商品の開発（平成２０年度 １０品目）    １０品目 

飲食業者への売り込みによる契約成立件数（平成２０年度末 ３３件）  ４３件

                               （１０件の増）

                    チャレンジ目標 ４８件（１５件の増）

香港、台湾への農産物の輸出額（平成２０年度 ３４３万円）    ４５０万円  

                        チャレンジ目標 ５５０万円  
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   ・農山漁村における交流ビジネスの推進 

子どもが農山漁村で体験交流を行う教育旅行の受入を拡大するた

め、嶺南地域一帯での広域的な受入体制づくりを推進します。また、

農山漁村において、食や農、地域の課題等について学ぶ「ふるさと

農山漁村塾」を各地で展開するなど、地域の交流活動を推進します。 

 
 
 
 
 
 ◇ 食育・地産地消の推進と食の安全【部局連携】  
 

   ・食育の推進 

 「ふくいの食育・地産地消推進計画」に基づき、生産から食べる

までの食育体験として、家族そろっての魚さばきや米粉料理講座、

学校や地域での食育ボランティア活動等を通じて食への関心を高め

ます。 

 
 
 
 
   ・地産地消の推進 

農産物直売所等が中山間地等の集落から農産物を集めて回る「ふ

るさと畑」集荷システムを県内全域でつくります。  
また、量販店等において地場産コーナーを設置し、地場産品を購

入しやすい売り場づくりを進めます。  
さらに、学校給食への食材供給の拠点であり、子どもたちと農家

のふれあいの場となる「学校給食畑」の設置を支援します。 

 
 
 
 
 
 

食育に関心のある人の割合（平成２０年度 ８７．２％）      ８８．６％  
食育に関する行動を行っている人の割合（平成２０年度 ６１．７％）  ６５％  
食育ボランティアの活動回数（平成２０年度 １，２８４回）   １，４００回  

 エコ・グリーンツーリズム交流人口（平成２０年度 ２０万人）  ２１万人  

                        チャレンジ目標 ２２万人 

農産物直売所販売額（平成２０年度 １５億円）         １５．５億円 

チャレンジ目標 １６億円  

「ふるさと畑」集荷システムの整備               新規 ７事例 

「ふるさと畑」等による販売額                ２，０００万円 

（平成２０年度末 １，０５０万円）     チャレンジ目標 ２，４００万円 

量販店等における地場産コーナー数                 ６０店舗 

（平成２０年度末 ４０店舗）                （２０店舗の増） 

チャレンジ目標 ６４店舗（２４店舗の増）  

学校給食畑の設置                        新規 ２１校 

学校給食地場産食材利用率（重量ベース）（平成２０年度 ３１．５％）  ３３％ 
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   ・エコ農産物の生産拡大  
「ふくいのエコ農業推進計画」に基づき、農薬を使用しない栽培

技術の開発や農業者のグループ化による生産の安定、消費者と生産

者の交流活動による相互理解の醸成を図り、エコ農産物の生産を拡

大します。  
 また、プロジェクトチームを編成し、コウノトリやホタルを呼び

戻す環境や生き物にやさしい農業を進めている地区を中心に、エコ

農産物の生産や地域住民、県外消費者に販売を促進する方策を講じ

ます。  
 

 
 
 
 
  ◇ 元気な森づくり 

 

   ・新たな森林・林業振興計画の策定 

     本県の森林・林業を取り巻く情勢の変化に対応し、将来を見越し

た新たな振興計画を策定します。 

 

   ・県民運動の推進 

 本年６月７日に第６０回全国植樹祭を式典会場と４箇所の地域会

場を設けて開催します。 

これを契機に、身近な名花や名木など自然との触れ合いや自然の

恵みを知る「山に入ろう」、森林資源の循環を促す木づかい運動を進

める「みんなで木を使おう」、地域の誇りとなる美しいふるさとを整

備する「花や木を植えよう」などの、県民運動を積極的に展開しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エコ農産物の認定面積（平成２０年度末 ２，３６０ha）    ３，３６０ha 

                           （１，０００ha の増）

全国植樹祭および県民運動等への県民の総参加         １４．５万人 

（平成２０年度末 １０．５万人）              （４万人の増）

フットパス体験会、林道マラソン、体験の森などへの参加者数 

（平成２０年度 ２，０８８人）               ２，５００人 

地域活動グループ支援を通じた「ふるさとの森」の整備 

（平成２０年度 ８か所）                      ６か所 

公民館等における木工教室の参加者数                          ３，８００人 

（平成２０年度 ３，６３２人） 

クリーンアップ＆フラワー大作戦で新たに植栽する花 

（平成２０年度 ３９，４００株）              ３３,０００株 
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   ・県産材の利用推進 

  「木を伐って 木を使う」という森林資源の循環利用を促進する

ため、木材生産の低コスト化を図り、県産材の主な需要先である住

宅分野への需要拡大を推進します。 

また、合板・集成材に加え、用途拡大が進むチップ工場への安定

出荷を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

   ・山ぎわを中心とした森づくりの推進 

 県民生活と密接な関係のある「山ぎわ」や小松－福井間の高速道

路沿いにおいて、間伐などの森林整備を進めるとともに、花木や広

葉樹を植栽し、山地災害の防止や美しい森林景観の再生を図ります。 

 また、「企業の森づくり」についてさらに広く企業の参画を進め、

森林を社会全体で守り育てる活動を進めます。 

 

 

 

 

   ・鳥獣害のない里づくりの推進 

 山ぎわへの電気柵等の整備に加え、新たに、山ぎわの見通し改善

と伐採木を活用した障害物による本県独自の緩衝帯を設置します。 

 また、被害を与える鳥獣の捕獲を強化し、安心して農業を営める

「鳥獣害のない里づくり」を進めます。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

山ぎわにおける森林景観の再生（平成２０年度２４７ha）       ２４０ha 

山ぎわを中心とした間伐実施面積（平成２０年度５ ,２０２ha）   ５ ,２００ha 

「山ぎわ」対策により鳥獣被害を防止する集落数           ３００集落  

（平成２０年度２１６集落）  

鳥獣害による農作物被害面積（平成２０年度 ４３０ha）       ４１０ha 

                               （２０ha の減）

有害鳥獣捕獲頭数（平成２０年度 ８，８５９頭）        １０，０００頭  

県産材利用率（平成２０年度 ６３％）                ６５％

県産材を活用した住宅リフォーム件数（平成２０年度 ２５７件）   ２５０件

合板、集成材、チップ工場への出荷量             ２３，０００㎥

（平成２０年度 １６，９５７㎥）      チャレンジ目標 ２５，０００㎡
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◇ がんばる海業 

 

   ・新たな水産振興計画の策定 

 厳しい漁業情勢が継続する中、漁業者の所得向上を図るために、

新たな振興計画を策定します。 

 

   ・漁家民宿への誘客拡大 

本県の恵まれた海辺の資源を活用して、漁家民宿を拠点に観光を

取り入れた新しい水産業の展開を図ります。 

このため、「若狭ふぐの宿」や海釣り大会等、地域の特色を活かし

た活動のＰＲなど、都市圏において漁家民宿グループと「共動営業」

することで誘客を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

   ・地魚の消費拡大 

「へしこ」の販売促進活動や「若狭のサバ」自慢料理を飲食店で

提供するなどして消費を拡大します。また、優れた加工技術を活か

して行う、新たな水産加工品の開発を支援します。  
さらに、漁業関係者が地魚を消費者に直接販売する「おさかな直

販市」や、当日漁獲された地魚を扱う二番セリなどにより、県産水

産物への関心と評価を高め、地魚の消費拡大を図ります。  
 
 
 
 
 

 
 
 

地域の特色を活かした誘客活動を行う漁家民宿グループ数    ２９グループ 

（平成２０年度 １９グループ）            （１０グループの増）

誘客活動を行う漁家民宿グループへの宿泊客     

（平成２０年度 １０．６万人）               １１．１万人 

                        チャレンジ目標 １３万人  

新たな水産加工品の販売額（平成２０年度 １，３００万円） １，５００万円  

                     チャレンジ目標 １，８００万円 

新たな水産加工品開発数（平成２０年度 １１品目）         １１品目  

「おさかな直販市」開催回数（平成２０年度 ３回）          ４回  

へしこの生産数（平成２０年度 ６２万本）             ６８万本  

サバ料理を提供する飲食店数（平成２０年度 ３５店舗）       ５０店舗  

                              （１５店舗の増）



 11

 ２「理想県」福井を全国に 

 
  ◇「ふくい帰住」政策【部局連携】 

  ・農山村における滞在型交流の推進 

 都市住民が、定住へのステップとして農山漁村に滞在し、地域の暮

らしや文化を体験する「ふるさとワークステイ」等の滞在型交流を推

進します。  
 また、滞在の拠点となる「ふるさと農家」（農家民宿）の開業を推進

するとともに、都市と農山漁村のつなぎ役となる都市農村交流員を各

地に配置し、農山漁村における受入体制づくりや情報発信の強化を図

り、交流人口の拡大や定住の促進を図ります。  
 
 
 

 

ふるさとワークステイ参加者数                   ３００人  

（平成２０年度 ２４８人）            チャレンジ目標 ３５０人  
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○ ４年間の目標数値 

４年間（平成１９～２２年度）の施策を通じて次の目標の実現を目指します。 

指標名 １８年度の現状 ２０年度の現状 ２１年度の目標 
２２年度末 

までの目標 

学 校 給 食 地 場 産 食

材 利 用 率 （ 重 量 ベ

ース） 

－ ３１．５％ ３３％ ３５％

食 育 に 関 心 の あ る

人の割合 
  ７７％ ８７．２％ ８８．６％ ９０％

認 定 農 業 者 等 への

農地集積率（※） 
４０％ ５０．２％ ５５％ ６０％

園芸産出額 １００億円／年 １１２億円／年 １１６億円／年 １２０億円／年

地 域 農 業 サ ポ ー ト

体 制 に 基 づ い て 農

業を行う集落数 

－ ３３８集落 ５００集落 ６６０集落

県 の 支 援 に よ る 新

規就農者数 
(３２人／年)

２年間で８２人

（２０年度４０人）

３年間で１２２人 

（２１年度４０人) 

４年間で

１６０人

農 産 物 直 売 所 販 売

額 
１１．２億円／年 １５．０億円／年 １５．５億円／年 １６億円／年

エコ農 産 物 認 定 面

積 
－

２年間で２，３６０ｈａ

（２０年度６３３ｈａ）
３年間で３，３６０ｈａ 
（２１年度１，０００ｈａ） 

４年間で

１１，０００ｈａ

エコ・グリーンツーリ

ズムによる交流人口 
１８万人／年 ２０．１万人／年 ２１万人／年 ２２万人／年

県 の 支 援 に よ る 都

市 圏 へ の 新 た な 取

引件数 

－
２年間で３３件

（２０年度１１件）

３年間で４３件 

（２１年度１０件） 
４年間で５５件

県 産 食 材 を 活 用 し

た 新 商 品 開 発 に よ

る販売額 

１１百万円／年 ４４百万円／年 ５０百万円／年 
３０百万円／年

⇒５５百万円／年

全 国 植 樹 祭 および

県 民 運 動 等 への県

民の総参加 

（２．８万人／年）

２年間で

１０．５万人

（２０年度５．９万人）

３年間で 

１４．５万人 

（２１年度４．０万人） 

４年間で

１６万人参加

県産材利用率  
５５．６％

（平成１７年）
６３％ ６５％ ６５％

「山ぎわ」対策により

鳥 獣 被 害 を防 止 す

る集落数 

－ ２１６集落 ３００集落 ４００集落
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指標名 １８年度の現状 ２０年度の現状 ２１年度の目標 
２２年度末 

までの目標 

鳥 獣 害 に よ る 農 作

物被害面積 
４５６ｈａ ４３０ｈａ ４１０ｈａ ３９０ｈａ

漁 家 民 宿 への宿 泊

客数 
３３万人／年 ３４万人／年 ３５．５万人／年 ３７万人／年

 （※）は、「新元気宣言」に記載のある数値目標  
 
 
 


